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一
般
質
問
　宮
城
　寬
諄 

議
員

宮城　寬諄 議員

南
星
中
体
育
館
の

雨
漏
り
検
証
・
対
策
は

答
　
再
発
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
り
取
り
込
む

問
南
星
中
学
校
体
育
館
の
雨
漏
り

の
件
は
、
和
解
及
び
損
害
賠
償
が
賛

成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
終
了
で
な
く
、
今
後
同
様
な

事
案
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
に
検
証

が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

①
検
証
は
行
っ
た
か
。

②
第
三
者
に
よ
る
検
証
は
行
っ
た
か
。

③
今
後
の
再
発
防
止
は
ど
う
す
る
か
。

教
育
長

①
再
度
教
育
委
員
会
内
部
で
確
認
を

行
い
、
12
月
定
例
教
育
委
員
会
へ

報
告
し
た
。

②
裁
判
官
、
弁
護
士
、
一
級
建
築
士

で
の
調
停
結
果
で
あ
り
、
第
三
者

に
よ
る
検
証
は
行
っ
た
と
認
識
し

て
い
る
。
新
た
に
行
っ
て
い
な
い
。

③
再
発
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、

全
庁
的
に
確
認
を
行
い
再
発
防
止

に
取
り
組
む
。

不
法
投
棄
の
撤
去
を

問
山
川
の
宇
平
橋
近
く
の
不
法
投

棄
は
、
平
成
27
年
に
も
取
り
上
げ
た
。

二
年
た
っ
た
現
在
も
車
が
放
置
さ
れ

ゴ
ミ
が
ふ
え
て
い
る
。
な
ぜ
撤
去
で

き
な
い
か
。

副
町
長
管
理
者
の
南
部
土
木
事
務

所
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
放
置
車
両

の
所
有
者
を
調
査
中
で
特
定
で
き
次

第
、
撤
去
命
令
を
出
す
と
の
こ
と
。

ゴ
ミ
は
年
度
内
撤
去
を
申
し
入
れ
た
。

問
代
執
行
も
出
来
な
い
の
か
。

総
務
部
長
県
の
出
方
を
見
て
、
こ

れ
以
上
対
応
が
出
来
な
け
れ
ば
県
の

費
用
で
撤
去
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

新
年
度
の
廃
止
事
業

の
評
価
は

問
児
童
生
徒
の
県
外
交
流
、
民
族

交
流
事
業
な
ど
が
廃
止
と
な
っ
て
い

る
。
な
ぜ
、
廃
止
と
な
っ
た
の
か
。

児
童
生
徒
の
交
流
、
民
俗
芸
能
の
交

流
等
皆
さ
ん
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

津
嘉
山
区
、
宮
平
区
に
資
料
館
も
作

る
。
伝
統
芸
能
保
存
育
成
事
業
も
引

き
続
き
行
う
と
し
て
い
る
。
発
表
の

場
も
必
要
で
は
な
い
か
。

教
育
長
幼
稚
園
、
小
中
学
校
、
預

か
り
保
育
な
ど
の
人
材
確
保
優
先
で

予
算
編
成
し
他
の
事
業
と
優
先
順
序

を
考
慮
し
新
年
度
は
予
算
計
上
し
て

い
な
い
。

こ
ん
な
質
問
も
し
ま
し
た

◯
高
齢
者
会
に
お
け
る
対
策
、
体
制
強
化

が
必
要

宇平橋近くの不法投棄の現場（山川）


